
入 札 公 告 

 
制限付一般競争入札を執行するので、橋本市契約事務規則（平成１８年規則第７１号。以下

「規則」という。）第３条の規定により次のとおり公告する。 
 

令和８年１月１６日 
橋本市長 　平木　哲朗 

１．入札に付する事項 

 
２．業務の概要 
　　市が推進する GIGA スクール構想を加速するため、授業支援システム、AI ドリル、CBT シ

ステムなどの学習用ソフトウェアの導入と、これらを円滑に活用するための学校 DX 推進アド
バイザの配置を行う。 

 
 

 (１) 入札執行年度・番号 令和７年度　第５８号

 (２) 名称 橋本市立小・中学校におけるICT活用推進委託業務

 (３) 業務(納入)場所 橋本市　市内一円　地内

 

(４) 履行期間

契約日の翌日から令和13年3月31日まで 
 
授業支援システム等提供期間 

令和8年4月1日から令和13年3月31日（60ヶ月） 
 
学校DX推進アドバイザ配置期間 

令和8年4月1日から令和13年3月31日（60ヶ月） 
※令和8年3月31日までは準備期間とする。

 (５) 予定価格 公表しない

 (６) 最低制限価格 無し

 (７) 入札保証金 免除

 
(８) 支払条件

令和8年4月以降月額払い 
各年度ごとに支払限度額あり(令和7年度中の支払いは無し)

 (９) 契約保証金 要　（契約金額の10／100以上）

 (10) 契約条項を示す場所 橋本市総務部総務課



３．入札に参加する者に必要な資格 
次に掲げる要件をすべて満足する者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 
（２）橋本市建設工事及び委託業務請負業者入札参加資格要綱（平成１８年橋本市告示第１５

５号）に規定する、令和６・７年度（令和７年度追加分を含む）橋本市入札参加資格を有
する業者であること。 

（３）橋本市より入札参加資格停止の措置を受けている期間中でないこと。 
（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続開始の申立てが
なされている者でないこと。 

（５）教育情報化コーディネータ3級以上を保有している者（以下、合格者という）が在籍し
ていること。また、合格者を主任技術者として配置できること。 

なお、合格者（主任技術者）は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 
 
４．入札参加手続等 
（１）本件入札においては、入札後に入札参加資格の審査を行うため、事前の入札参加資 

格申請等は要しない。 
 

（２） 「現場説明書・仕様書等」の閲覧 
ア　閲覧期間　令和８年１月１６日（金）午前９時から 

令和８年２月１２日（木）午後５時まで 
イ　閲覧方法　橋本市ホームページより取得（ダウンロード）するものとする。 

　　　　・橋本市ホームページ：https://www.city.hashimoto.lg.jp 
※　なお、「現場説明書・仕様書等」には閲覧パスワードを設定しているため、以下 

のフォームからパスワードを取得すること。回答後、フォームに記載されたメー 
ルアドレスに、閲覧パスワードを記載した自動返信メールを送付する。 
・閲覧パスワード取得フォーム：https://logoform.jp/form/dD8K/R7_58_Seigen 

 
（３） 仕様書に対する質問及び回答 

ア　質問文書提出期限　　令和８年２月２日（月）午後５時まで 
イ　質問文書提出方法　　本市指定の様式により持参・ファックス・電子メールのい 
　　　　　　　　　　　　ずれかの方法で提出すること。 

なお、ファックス・電子メールの場合は、提出先に質問書 
を送付した旨を電話で必ず伝えること。 

ウ　質問文書提出先　　　〒648-8585　和歌山県橋本市東家一丁目１番1号 
橋本市 教育委員会 学校教育課  

https://www.city.hashimoto.lg.jp
https://logoform.jp/form/dD8K/R7_58_Seigen


　　　　　　　　　　　　TEL：0736-33-6115　FAX：0736-33-2657 
Mail：gakkou@city.hashimoto.lg.jp 

エ　質疑回答書閲覧期間　令和８年２月　６日（金）午前９時から 
令和８年２月１２日（木）午後５時まで 

オ　質疑回答書閲覧方法  橋本市総務課のホームページ（仕様書等のダウンロードと同じペ
ージ）にて閲覧に供する。（閲覧パスワードは仕様書等のダウン
ロードのものと同じ。） 

 
（４） 現地説明会は行わない。 
 
５．入札等 

（１）入札日時及び場所 
ア　入札日時 令和８年２月１３日（金） 午後２時００分から 
イ　入札場所 橋本市役所 北別館 入札室 

　（２）入札参加者は、入札日の午後１時３０分から午後２時００分までの間に入札場所 
　 　　 の 受 付 に おい て 、入 札 参 加 表 明書 を 提出 し 、 受 付 を完 了 しな け れ ば な らな い 。 

（３）入札は別に定める入札書を作成して、記名、押印のうえ、所定の時刻に自ら入札箱に投
入しなければならない。郵便、電信による入札は認めない。 

（４）代理人が入札する場合には、委任状を入札前に代理人が持参して提出すること。なお、
この場合の入札書には、入札者の住所、氏名欄に本人の住所、氏名（法人の場合はその名
称又は商号及び代表者の氏名）を記載し、その下に「代理人氏名」を記載して当該代理人
の押印をすること。 

（５）入札書は総額の金額を記載すること。（消費税及び地方消費税を含まない。） 
（６）入札書の入札金額は訂正することができない。 
（７）入札書を入札箱に投入したのちは、入札書の書換え、引換え、撤回をすることはできな

い。 
（８）入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約金
額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
るかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載す
ること。なお入札箱に投入後の110分の100に相当する金額になっていない等の理由によ
る入札書の無効の申し出は認めない。 

（９）入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）
等に抵触する行為を行ってはならない。 

 



６．入札参加資格の審査等 
（１）入札は、予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札予定者と

し、落札者の決定を保留して終了する。その後、当該落札予定者について入札参加資格の
確認を行う。確認を行った結果、入札参加資格がないと認められるときは、その者の行っ
た入札は無効とし、予定価格の範囲内で有効な入札を行った他の者のうち、最低の価格を
もって入札を行った者（以下「次順位者」という。）について入札参加資格の確認を行う。
次順位者に入札参加資格がないと認められるときは、落札者が決定するまで審査を繰り返
すものとする。 

なお、予定価格の範囲内で有効な入札を行った者のうち、入札金額が同額の者が２人以
上あるときは、入札時にくじ引きにより入札参加資格の確認を行う順位を決定する。この
場合、入札者はくじ引きを辞退できない。 

（２）落札予定者となった場合、入札日当日から起算して７日以内に、下記書類を橋本市総務
部総務課契約検査係へ提出しなければならない。書類の提出は、入札日当日（入札執行後）
から受付を行う。次順位者については必要がある場合、後日連絡を行う。 

　　ア　制限付一般競争入札参加資格確認申請書（様式1） 
イ　誓約書（様式2） 
ウ　「３．入札に参加する者に必要な資格（５）」に示す事項を証明する書類 

主任技術者が教育情報化コーディネータ３級以上の有資格者であることを証する書 
類（合格証書等の写し）及び直接的な雇用関係を証する書類（社会保険証等の写し） 
を添付すること。 

※　上記の他、必要に応じて追加書類の提出を求めることがある。 
 

７．入札の延期又は取りやめ等 
（１）天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取り止めること

がある。 
（２）入札者が１人のときは、入札を取り止める。 
（３）橋本市建設工事等入札談合情報に関する取扱基準(平成18年告示第168号）により延期又

は取り止めるときがある。 
 

８．入札の無効 
　　　次の各号の一に該当する入札は無効とする。 

（１）入札に参加する資格がない者がした入札 
（２）入札者が１人の場合においてその者がした入札 
（３）委任状を持参しない代理人がした入札 
（４）所定の時刻までにされなかった入札 
（５）同一事項の入札について、入札者又は代理人が２以上の入札をした場合のそのいずれも



の入札 
（６）代理人が２人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札 
（７）入札者が同一事項の入札について他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札 
（８）明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる入札 
（９）記名押印を欠いた入札書による入札 
（10）金額を訂正した入札書による入札 
（11）誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札 
（12）橋本市建設工事等入札談合情報に関する取扱基準（平成18年告示第168号）により無効

とした入札 
（13）その他入札に関する条件に違反した入札 

 
９．落札者の決定方法 

（１）橋本市が定める予定価格以下の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った 
者のうち、入札参加資格を有すると認めた者を落札者とする。 

（２）開札の結果、予定価格の範囲内で有効な入札を行った者がいない場合は、直ちに当該入
札への参加者をもって再度の入札を実施する。この場合において、再度の入札は２回以内
とする。ただし、再度の入札への参加者が１人になった場合は、当該入札を取り止める。 

 
１０．入札結果の公表等 
　　　入札終了後、入札経過書を入札参加者のみ閲覧できるものとする。 

なお、落札者が決定次第、速やかに、入札結果等の公表を橋本市総務課のホームページ
（https://www.city.hashimoto.lg.jp）に掲載するとともに、総務課窓口においても閲覧によ
り公表するものとする。 

 
１１．その他 
　　　入札日から本契約の締結日までの間に、「３．入札に参加する者に必要な資格」に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者とは契約を締結しない。ただし、指名停止基準に基づ
く指名停止の要件が軽微なもので、市長が認めた場合は除くものとする。 

 
１２．入札に関する問い合わせ先 

橋本市 総務部 総務課 契約検査係 TEL：0736-33-1218　 
　　　（橋本市東家一丁目１番１号）

https://www.city.hashimoto.lg.jp

